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⼊会をご検討のみなさまへ（会員種別共通ページ） 

入会にあたっては当協議会の目的に賛同いただき、諸規程を遵守することが条件となりま

す。  また、会員種別により入会資格・入会書類・入会金年会費等が異なりますので、

各「会員種別ページ」をご確認のうえ、入会手続きをお願い致します。 

（ 目 的 ）  

本協議会は、リノベーションに関する技術や手法などの標準化、調査研究、会員に対する指導

及び普及等の活動を行うことにより、既存住宅を安全快適でかつ多様化するニーズに対応した

住宅に再生するリノベーション、及び安全快適なリノベーション住宅の提供を図り、もって事

業者の健全な発展と既存住宅の流通活性化、及び消費者等の利益の保護に寄与する活動を行う

ことを目的とする。 

( 遵守事項 ) 

1. 地球環境への配慮やコンプライアンスなど、CSR（企業の社会的責任）を重視した事業運営に努

めること 

2. 会員が施工する住宅に、本協議会が定める住宅検査基準を適用した、「適合リノベーション住宅」

の普及推進に努めること 

3. 技術力の向上や品質管理、情報開示に努め、常に顧客満足度の向上を目指すこと 

4. 本協議会が主催する入会講習（イーラーニング）、入会オリエンテーション・技術講習会等各種の

研修を受講すること 

( 会員種別 )  

本協議会の会員は次の三種とし、正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律」上の社員とする。 

 正 会 員：既存住宅のリノベーションに関わる事業者、又はリノベーションされた既存住

宅  の流通に関わる事業者で、本協議会の目的に賛同して入会した法人又は個人  

① 国土交通省に備える団体登録簿の構成員となる「住宅リフォーム事業者会員」、およ

び「一般会員」の二区分となっている 

② 「リノベーション住宅 適合状況報告書」の発行をすることができる 

 賛助会員：本協議会の事業を賛助するため入会した法人または個人 

 特別会員：本協議会の事業を推進するために、会長が協議会の要望として理事会に付議

し、  入会承認された法人または個人 

 

 

 

 

 

 



 (入会金及び会費等) 

 入会が期の半ばである場合は、年会費を月割り換算し残存月数分となります 

 年会費は、3 月 31 日までに翌年度分を一括で納付いただきます 

 退会、除名等のいかなる事由によっても入会金、年会費は返還いたしません 

 

 会員種別  入会金（円） 年会費（円）※ 

正会員 100,000 100,000 

賛助会員 50,000 50,000 

特別会員 ありません ありません 

     

 

※2024 年度（2024 年 4 月 1 日）より下記のとおり年会費を改定いたします。 

（単位：円、いずれも非課税） 

正会員 

（一般／住宅リフォーム事業者） 

従業員数 

51人以上 50人以下6人以上 5人以下 

現行（2023年度） 100,000 

2024年度以降 180,000 120,000 100,000 

賛助会員 
従業員数 

51人以上 50人以下6人以上 5人以下 

現行（2023年度） 50,000 

2024年度以降 90,000 60,000 50,000 

 

従業員数は法人（事業者）単位。入会時及び毎年 1 月末時点の登録内容をベースに分類。 

 



  正会員（住宅リフォーム事業者） 
■入会までの流れ 

STEP0 入会資格の確認 

 消費者等の注文者から直接住宅リフォーム工事を請け負う事業者で、本協議会の目的に賛

同して入会する法人又は個人 

 原則１年以上の業歴があり、下記の資格許可を有する者 

区 分 
マンション 

共用部分修繕 

構造・防水工事を含む 

戸建住宅リフォーム工事 
内装・設備工事 

免許または

常勤の資格

者 

建設業許可を有

する者 

建設業許可を有する者 

又は常勤の建築士若しくは建築施

工管理技士が在籍する者 

建設業許可を有する者、又は常勤の建築

士、建築施工管理技士、その他別表１に掲

げる法律に基づく資格者が在籍する者 

（別表１） その他法律に基づく資格 １１種 

建築設備士 管工事施工管理技士 電気工事施工管理技士 浄化槽設備士 

電気工事士 電気主任技術者 電気通信主任技術者 給水装置工事主任技術者 

消防設備士 液化石油ガス設備士 ガス消費機器設置工事監督者  

STEP1 WEB申込フォームにて情報を入力 

 仮アカウントを作成して下さい(https://app.renovation.or.jp/member/entry/signup) 

 登録いただいたメールアドレスに記載されているリンク先より“WEBフォーム”“構成員に関

する事項”の情報をご入力ください 

STEP2 入会書類を簡易書留で郵送 

 申込書（正会員） 暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明確約書 

 代表者経歴書 事業免許、資格者許可証の写し 

 推薦書2通     ✓ 法人申込は履歴事項全部証明書原本、個人申込は住民票の写し 

STEP3  入会講習（イーラーニング）の受講 

 入会講習 の案内メール送付⇒ ウェブ上で受講・解答送信⇒ 受講結果メール返信  

STEP4  入会審査、入会可否のご通知 

 入会審査 ⇒ 理事会付議 ⇒ 入会可否のご通知（入会金・年会費のご案内） 

STEP5  入会金・年会費の納付手続、会員登録、会員証交付 

 入会金１０万円、別表に定める年会費（年会費を月割り換算し残存月数分）の納付手続 

 納付確認後、会員サイトログインID・パスワードのメール通知 

 会員証の交付 

STEP6 講習会 への参加  

 入会オリエンテーション・技術講習会等の参加 

「リノベーション住宅検査技術実践セミナー」「Ｒ住宅適合状況報告書 登録発行システム」、 

その他「ロゴマーク規程」等各種規定の講習を受けていただきます 

 



 

  正会員（⼀般） 
■入会までの流れ 

STEP0 入会資格の確認 

 既存住宅のリノベーションに関わる事業者、又はリノベーションされた既存住宅の流通に

関わる事業者で、本協議会の目的に賛同して入会する法人又は個人 

 原則１年以上の業歴があること 

 下記の資格許可を有する者 

建 設 業 宅地建物取引業 建築士事務所 
その他の許可につい

てはご相談下さい 

 

STEP1  WEB申込フォームにて情報を入力 

 仮アカウントを作成して下さい(https://app.renovation.or.jp/member/entry/signup) 

 登録いただいたメールアドレスに記載されているリンク先より WEB フォームの情報をご入

力ください 

 

STEP2 入会書類を簡易書留で郵送 

 申込書（正会員） 暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明確約書 

 代表者経歴書  

 推薦書2通     ✓ 法人申込は履歴事項全部証明書原本、個人申込は住民票の写し 

 

STEP3 入会講習（イーラーニング）の受講 

 入会講習 の案内メール送付⇒ ウェブ上で受講・解答送信⇒ 受講結果メール返信  

 

STEP4 入会審査、入会可否のご通知 

 入会審査 ⇒ 理事会承認 ⇒ 入会可否のご通知（入会金・年会費のご案内） 

 

STEP5 入会金・年会費の納付手続、会員登録  

 入会金１０万円、別表に定める年会費の納付手続 

（入会が期の半ばである場合は、年会費を月割り換算し残存月数分となります） 

 納付確認後、会員サイトログインID・パスワードのメール通知 

 

STEP6 講習会 への参加  

 入会オリエンテーション・技術講習会の参加 

「リノベーション住宅検査技術実践セミナー」「Ｒ住宅適合状況報告書 登録発行システム」、 

その他「ロゴマーク規程」等各種規定の講習を受けていただきます 



  賛助会員  

■入会までの流れ 

STEP0 入会資格の確認 

 本協議会の事業を賛助し正会員と協働する事業者、又は起業や新設部門等により今後既存

住宅のリノベーションや流通に関わる事業者で、本協議会の目的に賛同して入会する法人

又は個人 

 特に業種制限はありません、住宅設備機器メーカー、建材メーカー、住宅検査会社、損害

保険会社、かし保険法人、メディア・マスコミ、広告代理店、不動産ポータル等多岐にわ

たる業種の皆様が加入されています。 

  

STEP1  WEB申込フォームにて情報を入力 

 仮アカウントを作成して下さい(https://app.renovation.or.jp/member/entry/signup) 

 登録いただいたメールアドレスに記載されているリンク先より WEB フォームの情報をご入

力ください 

 

STEP2 入会書類を簡易書留で郵送 

 申込書（賛助会員） 暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明確約書 

 代表者経歴書  

 推薦書2通     ✓ 法人申込は履歴事項全部証明書原本、個人申込は住民票の写し 

 

STEP3 入会講習（イーラーニング）の受講 

 入会講習の案内メール送付⇒ ウェブ上で受講・解答送信⇒ 受講結果メール返信 

 

STEP4 入会審査、入会可否のご通知 

 入会審査 ⇒ 理事会承認 ⇒ 入会可否のご通知（入会金・年会費のご案内） 

 

STEP5 入会金・年会費の納付手続、会員登録  

 入会金５万円、別表に定める年会費の納付手続 

 （入会が期の半ばである場合は、年会費を月割り換算し残存月数分となります） 

 納付確認後、会員サイトログインID・パスワードのメール通知 

 

STEP6 講習会 への参加  

 入会オリエンテーション・技術講習会の参加 

「リノベーション住宅検査技術実践セミナー」「Ｒ住宅適合状況報告書 登録発行システム」、 

その他「ロゴマーク規程」等各種規定の講習を受けていただきます 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ お問い合せ先 

一般社団法人 リノベーション協議会 

本部事務局 

〒150−0002 東京都渋谷区渋谷2-2-2  

青山ルカビル4F 

ＴＥＬ ： 03-3486-2510 
ＦＡＸ ： 03-3486-2511 

 


